
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人芳井俊輔の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、第二点は

量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお第一審において被

告弁護人が第一点所論のごとく酒税法一六条但書の事由あることを主張したのは、

刑訴三三五条二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を妨げる理由……となる事実が主

張されたとき」に該当するものであるから（判例集三巻三号二八一頁同一二号一九

二三頁参照）。第一審判決がこれに対する判断を示さなかつたのは違法である。原

審においてこの点が控訴趣意として述べられたにかかわらず、原判決がこれに該当

せざるものとしたことはこれまた違法である。しかし、第一審における被告人の供

述自体に徴するも本件は自家使用の目的で製造したものではないことが記録上明ら

かであるから（四六丁）、前記法令違反を理由として同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。
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